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協議資料３

直轄事業負担金問題について

１ 経過

○H21.３.16 「第１回会議」（１８道県知事で構成）

①都道府県調査概要報告、②制度の見直しに向けた論点整理

○H21.４.８ 「金子国土交通大臣等との意見交換会」

※鳩山総務大臣、石破農林水産大臣同席

【知事会からの課題提起】

○直轄事業負担金制度に係る主要課題を提起

○特に、情報公開については、本年５月末までに資料提供されたい。

○次のステップを確実にするため、会議の継続開催をされたい。

【国交大臣発言ポイント】

○知事会から提起された課題について合意がとれる方法を検討。

○情報公開は本年度予算の実行のためにも早い開示が必要。

○継続協議の場はフォローアップができるよう引き続き開催。

【総務大臣発言ポイント】

○現行の負担金の対象範囲はおかしい。透明性が必要。

○維持管理費に係る負担金は基本的には全廃すべき。

○直轄事業は地方が納得できるよう大胆に見直したい。

【農林水産大臣発言ポイント】

○情報開示はやらなければいけない。

○H21.４.21 「衆議院総務委員会での意見陳述」

○直轄事業制度の主要課題について総括的に意見陳述を実施

２ 制度の見直しに向けた基本的な考え方

まずは①地方負担金の情報公開を求めた上で、②直轄事業制度の改善、

③維持管理負担金の早急な廃止の取組を進めるとともに、当面の対策と

並行して、最終的には④負担金制度の廃止につなげていけるよう、制度

の根幹的な協議を実施するものとする。
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Ⅰ 直轄事業負担金に係る情報開示

○ 補助事業と同程度の情報開示を速やかに行うべき

○ 対象経費については、その範囲の見直しを行うべき。

Ⅱ 現行制度の早急な改善

○ 採択・着手から進行管理に至るまでの各段階における地方が

関与できる仕組みづくりや詳細な情報提供等の実施

○ 各年度の事業内容や負担金の積算内訳などについて、早い段

階で詳細な説明や情報提供を行うべき。

○ 事務費については、その内容を明確にするとともに、経費の

節減合理化に努め、抑制を図るべき。

Ⅲ 維持管理負担金の早急な廃止

○ 維持管理費に係る負担金は、本来、その管理水準を決定する

国が負担すべきであり、早急に廃止すべき。

Ⅳ 直轄事業制度の根幹の見直し

○ 国が責任を持つべき事業は縮減し、地方に移譲すべき事業を

拡大する観点に立ち、国と地方の役割分担を明確化し、最終的

には地方負担金制度の廃止につなげていくべき。

３ 当面の取組等

(1) 地方負担金に係る情報開示 → 詳細は３ページ

○ ５月末までに、国から負担金の範囲の考え方や基準とともに、２０

年度分の内訳明細を地方に提出（提示内容等については調整中）

○ 全都道府県において、提出資料の検証を行った上で、全国的に課題

を明らかにし、地方負担金の使途や対象範囲の見直しを実施。

○ ２１年度分については、最初の支払時期までに、対象範囲の見直し

に沿った内訳明細を地方に提出

＜参考＞２１年度直轄事業予定額通知の問題点

(2) 継続的な協議の場の設定

○ 直轄事業制度が抱える諸課題に対し、知事会と国との間で継続的に

協議を行うため、適宜、国土交通大臣との意見交換の場を設けるもの

とする。
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直轄事業負担金に係る情報開示について

１ 基本的な考え方

まずは、地方に負担金を課す範囲の考え方や基準を明らかにするととも

に、平成２０年度分については、国庫補助事業が求めている内容と同程度

の内訳明細等を求める。

その上で、平成２０年度分の提示資料を検討し、地方負担金の使途や対

象範囲等の見直し等を行うこととし、２１年度分については、それに沿っ

て、内訳明細を明らかにするよう求める。

２ 平成２０年度分の情報開示

(1) 国交省及び農水省に対し、地方負担金範囲の基準等や国庫補助事業と同レ

ベルの内訳明細を、各都道府県の６月議会を考慮して５月中のできるだけ早

い時期に情報開示がなされるよう求めている。

(2) 現在、国交省等と開示内容の調整を行っており、国は誠意を持って対応す

るとの姿勢の下、５月末までに開示ができるもの、段階的に対応が可能なも

の等の仕分け作業を行っているところである。

３ 開示資料の検証及び対象経費に係る基準の見直し

(1) 各地方整備局等から都道府県毎に開示された資料を基に、各都道府県がそ

の内容を精査・検証し、地方整備局等と協議等を実施。

(2) 各都道府県の検証に当たっては、国庫補助申請等において対象とされる経

費内容等と比べ、その使途や範囲等が同程度であるかを基本的な視点とし、

各都道府県は地方整備局等に対し、地域の実情に応じて追加資料を要求。

(3) 開示資料の検証及び地方整備局との協議を経てなお残る課題や共通的課題

等について、各都道府県からの報告を基にＰＴとして検討・とりまとめの上、

国との協議などを通じて、地方負担金の対象経費に係る基準づくりを実施。

４ 平成２１年度分の情報開示

地方負担金の最初の支払時期（８月）までに、対象経費に係る新たな基準

に沿って、適正な内訳明細等を求める。
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参考

２１年度直轄事業負担金予定額通知の問題点等

１ 総 論

■ 地方に負担金を課す範囲の考え方・基準を明らかにすべき。

■ 事務費の比率が補助事業に比べて高い水準にあり、また、費目毎の

総額及び例示の提示に留まっており、使途等の妥当性が検証できるよ

う、補助事業と同程度の情報を開示すべき。

２ 各 論

工 事 費 ● 事業の必要性の判断等ができるよう、全体事業計画や整備水準

を示すべき。

● 「用地費と補償費」の内訳や「車両費」「機械器具」の内訳、

他箇所との共用状況を示すべき。

●「維持費」では、清掃や除草などの経費内訳を明らかにすべき。

事 務 費 ● 全ての費目において、補助事業で同程度の内容の内訳明細を示

すべき。

● 事務費比率、人件費比率等が補助事業の制限比率より高く、補

助事業とのバランスを考慮すべき。

● 全国的に問題視されている庁舎費、退職手当、福利厚生費、備

品購入費等の内訳を明らかにすべき。

● 本省経費・整備局経費が含まれている場合には、その内訳と割

り振りの考え方を明示すべき。

車両費 ○ 多額の購入額が計上されており、事務所毎の内訳を示すべき。

広報費 ○ 過大な額が計上されており、使途や内訳を明確にすべき。

営 繕 宿 舎 費 ○ 対象となる施設の範囲、営繕内容等を明らかにすべき。

人 件 費 ○ 人件費は負担金対象職員(管理職以外等)及び支弁範囲(退職手当

その他 等）を明確に示すべき。

○ 事業に関係が薄いと思料される技術事務所、国土技術政策総合

研究所等に係る支弁範囲を明確に示すべき。

事業計画 ● 全体計画、進捗状況、完成年度、残事業費などについて明らか

にすべき。




